
昭和村プレミアム付商品券事業取扱事業者募集要項 

 

１ 趣旨                                   

消費税率の引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、

地域における消費を喚起・下支えすることを目的に、低所得者・子育て世帯主向けのプ

レミアム付商品券を発行する本事業において、商品券の取扱事業者を募集する。 

 

２ 昭和村プレミアム付商品券の概要                      

○発行総額 

 3,500万円（予定） 

○販売価格 

１冊5,000円分（500円券×10枚綴り）の商品券を4,000円で販売 

 ※対象者１人につき５冊まで購入可能 

○商品券販売対象者 

 ①平成31年度扶養外住民税非課税者 

②令和元年９月30日において、昭和村の住民基本台帳に記録されている平成28年４

月２日以降に生まれた子が属する世帯の世帯主 

 ○商品券の販売場所 

  昭和村役場企画課、久呂保郵便局、糸之瀬郵便局 

 ○商品券販売期間 

  令和元年10月１日（火）～令和２年２月28日（金） 

 

※記載事項は今後変更の可能性がありますのであらかじめご了承ください。 

 

３ 対象となる取扱事業者                                  

村内に店舗や事業所等がある、小売業、飲食業、建設業、サービス業、その他の事業

者。ただし、以下の事業者は対象外とする。 

 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法第77号）第2条第2号に

規定するもの、暴力団の構成員であると認められるもの、また暴力団に資金提供を行

う等暴力団の維持もしくは運営に協力し関与するもの 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法第122号）第2条に規

定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定す

る接客業務受託営業の行うもの 

・法令または公序良俗に反するもの 

 

 



４ 申請方法                                 

登録を希望する方は、「取扱事業者登録申請書」に必要事項を記入し、郵送・持参・

メール・FAXのいずれかの方法でご提出ください。 

 

 提出期限：令和元年８月30日（金） 

 提 出 先：昭和村商工会 

 

 

 

 

 

 

※登録申請書は昭和村及び昭和村商工会ホームページからもダウンロードできます。 

※店舗等が複数あり、登録申請書が複数枚必要な方は、必要枚数をコピーするかホー

ムページからダウンロードしてご利用ください。 

※募集期限までに登録申請した事業者は商品券購入対象者に配布予定のチラシに掲

載されます。募集期限を過ぎても受付は可能ですが、チラシに掲載できない場合も

ありますのでご了承ください。 

 

５ 特定事業者登録証明書                            

登録資格の確認後、「取扱事業者登録証明書」を交付します。 

 

６ 取扱事業者の業務                              

取扱事業者は、商品券の使用期間内に商品券を持参した方に記載金額に相当する商品

やサービスの提供を行ってください。 

※額面に満たない利用の場合、お釣りを出す必要はありません。 

 

７ 商品券使用可能期間                            

令和元年10月1日（火）～令和2年3月31日（火） 

 

８ 換金請求手続                               

専用の換金請求書に必要事項を記入・押印し、商品券とともに「昭和村商工会」へ直

接お持ちください。（換金希望日の前日までに昭和村商工会に電話連絡をしてください。） 

 

９ 換金期間                                  

令和元年10月1日（火）～令和2年4月10日（金）午後5時まで 

 

※換金期間以外の換金は一切できませんので、ご注意ください。 

住 所：〒379-1203 昭和村大字糸井403-1 

メール：showasho＠showa-shoko.or.jp 

ＦＡＸ：0278-24-5136 

※持参の場合は、土日祝日を除く、８時 30分から 17時 15分まで。 



10 換金手数料                                 

事業者負担なし 

 

11 換金支払日                                  

定期支払日に事前に登録した方法により換金請求書の金額を支払います。 

 ※支払日は、支払い方法により異なります。 

 

12 使用対象外となる物品・サービス商品等                    

・商品券やプリペイドカードなど換金性の高い商品 

・たばこ 

・不動産や金融商品 

・国税、地方税や使用料などの公租公課 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務 

 

13 その他                                   

商行為以外での商品券等の換金や不正による商品券等の利用が発覚した場合は、換金

金額の全額を返還してもらうほか、取扱事業者としての登録を取り消します。 

 

 

 

 

 

 

 

＜取扱事業者説明会＞ 

日時：令和元年９月 6日（金） 午後７時から 

場所：昭和村役場 ２階会議室 

 

○取扱事業者の登録申請・換金手続きなど 

昭和村商工会 

（〒379-1203 昭和村大字糸井403-1） 

TEL：0278-23-2918 FAX：0278-24-5136 

 

○制度、商品券の購入など 

 昭和村役場 企画課 地域振興係 

（〒379-1298 昭和村大字糸井388） 

TEL：0278-24-5111 FAX：0278-24-5254 

 

【問い合わせ先】 


